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付 則      

 (改 訂 履 歴 ）     

訂 番  年 ・月 ・日  頁    承  認  

0 1  平 成 １４年 4 月 1 日  －  新 規 作 成    

0 2  平 成 1 7 年 4 月 1 日  
 

－  
運 営 体 制 および協 会組 織 変 更     

 

0 3  

 

平 成 １ 8 年 7 月 7 日  

 

－  

 

 協 会 組 織 変 更    

 0 4  平 成 2 0 年 5 月 1 日  

 

－  

 

 権 能 の変 更    
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レ ビ ュ ー パ ネ ル 規 程  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  製 品 分 類 別 基 準 （ Ｐ Ｃ Ｒ ） 原 案 作 成 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ （ 以 下 Ｐ

Ｃ Ｒ - WG） よ り 提 出 さ れ た Ｐ Ｃ Ｒ 原 案 の 妥 当 性 を 評 価 し 承 認 す る 機 関 と

し て 、 ま た 、 事 業 者 の 製 品 環 境 デ ー タ 集 積 シ ス テ ム 認 定 審 査 の 結 果 を

評 価 し 承 認 す る 機 関 と し て 、 社 団 法 人 産 業 環 境 管 理 協 会 （  以 下 、 「 協

会 」 と い う ）  に 評 価 レ ビ ュ ー パ ネ ル （ 以 下 、 単 に 「 評 価 パ ネ ル 」 と い

う 。 ） を 置 く 。  

２ ． エ コ リ ー フ 事 業 室 （ 以 下 、 「 当 室 」 と い う 。 ） よ り 提 出 さ れ た エ コ

リ ー フ 共 通 原 単 位 案 、 あ る い は 、 Ｐ Ｃ Ｒ － Ｗ Ｇ よ り 提 出 さ れ た Ｐ Ｃ Ｒ 原

単 位 案 の 妥 当 性 を 評 価 し 承 認 す る 機 関 と し て 、 協 会 に 原 単 位 レ ビ ュ ー パ

ネ ル （ 以 下 、 単 に 「 原 単 位 パ ネ ル 」 と い う 。 ） を 置 く 。  

 

 

（ 委 員 の 選 任 ）  

第 ２ 条  評 価 パ ネ ル 委 員 は 、 環 境 調 和 型 製 品 お よ び 環 境 ラ ベ ル に 係 わ る 知

見 を 有 す る 学 識 者 、 Ｌ Ｃ Ａ 手 法 の 専 門 家 、 製 品 環 境 デ ー タ 検 証 又 は 製

品 環 境 デ ー タ 集 積 シ ス テ ム 審 査 の 熟 練 者 の 中 か ら 協 会 の 会 長 が 本 人 の

承 諾 の も と に 委 嘱 す る 。  

２．原 単 位 パネル委 員 は、環 境 調 和 型 製 品 および環 境 ラベルに係 わる知 見 を有 す

る学 識 者 、L  C  A  手 法 の専 門 家 の中 から協 会 の会 長 が本 人 の承 諾 のもとに委 嘱

する。（以 下 、評 価 レビューパネルおよび原 単 位 レビューパネルの委 員 を「委 員 」とい

う。）  

 

（ 任 期 ）  

第 ３ 条  委 員 の 任 期 は ２ 年 と し 、 任 期 更 新 期 に 委 員 又 は 当 室 の い ず れ か ら も

辞 任 又 は 更 迭 の 表 明 が 行 わ れ な い 場 合 は 、 自 動 的 に 更 新 で き る も の と す

る 。  

２ ． 補 充 ま た は 増 員 に よ り 就 任 し た 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 又 は 現 任 者 の

残 任 期 間 と す る 。  

 

（ 権 能 ）  

第 ４ 条  評 価 パネルは、次 の各 事 項 に係 る評 価 および承 認 を行 なう。  

①  ＰＣＲ－WGより提 出 されたＰＣＲ原 案 およびＰＣＲ改 訂 原 案  

②  製 品 環 境 データ集 積 システム認 定 審 査 員 が提 出 したシステム審 査 結 果 報 告 書  

２．  原 単 位 パネルは、次 の各 原 単 位 に係 る評 価 および承 認 を行 なう。  

①  エコリーフ環 境 ラベルプログラムで使 用 する共 通 原 単 位  
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②  制 定 される製 品 分 類 別 基 準 において提 案 されたＰＣＲ原 単 位  

③  その他 、当 室 が諮 問 するＬＣＡの技 術 課 題  

 

（ 評 価 ･承 認 行 為 ）  

第 ５ 条  評 価 パ ネ ル が 行 う 評 価 ・ 承 認 行 為 は 、 当 室 が 評 価 対 象 と な る 案 件 ご

と に そ の 内 容 を 勘 案 し て 評 価 パ ネ ル の 委 員 の 中 か ら 選 定 し た ３ 名 以 上 の

委 員 を も っ て 構 成 す る 実 行 パ ネ ル 体 制 に て 行 う も の と す る 。  

  ２ ． 原 単 位 パ ネ ル の 評 価 ・ 承 認 活 動 は 、 当 室 が 原 単 位 パ ネ ル の 委 員 の 中  

か ら 選 定 し た ２ 名 以 上 の 委 員 を も っ て 構 成 す る 実 行 パ ネ ル 体 制 に て 行 う  

も の と す る 。  

３ ． 評 価 パ ネ ル は 、 そ の Ｐ Ｃ Ｒ 原 案 の 評 価 ･承 認 行 為 に お い て 委 員 の 意 見  

を 収 束 で き な か っ た と き 、 お よ び 評 価 パ ネ ル と し て 審 議 委 員 会 に 諮 る 必  

要 性 を 判 断 し た 場 合 は 、 当 室 に そ の 旨 を 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

（ 遵 守 事 項 ）  

第 ６ 条  委 員 は 別 に 定 め る 倫 理 基 準 を 遵 守 す る も の と す る 。  

２ ． 協 会 の 会 長 は 、 倫 理 基 準 に 照 ら し 、 委 員 が 委 員 た る に ふ さ わ し く な

い 行 為 が あ る と 認 め ら れ た 時 は 解 任 す る こ と が 出 来 る 。  

 

（ 秘 密 の 保 持 ）  

第 ７ 条  委 員 は 、 評 価 ･承 認 行 為 に お い て 知 り 得 た 秘 密 を 要 す る 情 報 に つ い て

は 、 第 三 者 に 漏 洩 し て は な ら な い 。  

 

 

 

付 則 （ 改 定 履 歴 ）  

 本 規 程 は 、 平 成 14 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 本 改 訂 は 、 平 成 17 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 本 改 訂 は 、 平 成 18 年 7 月 7 日 よ り 施 行 す る 。  

 本 改 訂 は 、 平 成 18 年 7 月 7 日 よ り 施 行 す る 。  

 本 改 訂 は 、 平 成 20 年 5 月 1 日 よ り 施 行 す る 。  


